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■こんなときどうなる？身近な税務トピック
　　・給与所得控除の上限設定編
■平成23年中に寄附をされた方へ
■温故知新な＜九段的ヒトコト＞
■中期経営計画セミナー開催中です！
■編集後記
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給与所得控除の上限設定編

平成23年度税制改正において、
給与年収が1,500万超の場合には給与所得控除の
上限が245万円になるという事項があがりました。
こちらは一旦、平成23年度税制改正大綱に記載されたものの、
震災の影響などにより未成立状態となっていました。

しかし、先日発表されました、平成24年度税制改正大綱に、
こちらの事項が再び明記されました。
そのまま成立したと仮定した場合に適用開始となるのが、
平成25年1月1日以後に支払うべき給与からになります。
つまり、これらに関しての適用開始はすべて約1年後から、となります。

1,500万円を超える給与の支払いがある場合には、
こちらを念頭におかれた方が良いでしょう。
特に役員報酬の場合には、一度設定すると
原則1年間は金額を変更することができませんので注意が必要です。

税制改正の流れをみると、所得税や相続税など
富裕層に対する増税が強い印象を受けます。
税金については、法人税だけでなく、
包括的に考える必要があるといえるでしょう。

ご質問等不明な点がございましたら、
お気軽にご連絡いただければ幸いでございます。

メールマガジン編集担当　　沼辺　勇樹
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昨年３月の震災関連などで、義援金や寄附をされた方も多いと思います。



税金の計算上、ある特定の団体等への寄附等をされた個人の方は
確定申告を行うことにより、所得税や住民税の優遇を受けることができます。
（寄附金控除といいます）

昨年何度か告知させて頂きましたとおり、
九段会計は東北支援の意味を込めまして
「平成２３年の寄附金についての確定申告」
についての御相談・作成申告指導を無料でお受け致します。
払った方の所得状況や金額により、優遇の有無や
内容が変わって参ります。

ご希望の方は弊所担当者までいつでもご相談下さい。
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結果が悪くてもそれが実力です。
僕は調子が悪いとかいいとか思ったことはないんです。
それも含めて自分の力だと思っていますから。

-石川　遼（プロゴルファー）

運も実力のうち。
体調管理も仕事のうち。
言い訳もせず、他人のせいにもせず、
自分を取りまく状況は全て自分に責任があると考える。
時機が悪いからダメだ、と言うのか、
時機が悪いからこそチャンスだ、と思えるのか。
自分に原因を求めて努める姿勢が
「ハニカミ王子」を世界のプロゴルファーに成長させたのでしょう。

メールマガジン編集担当　　新井　良平
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只今、九段会計事務所では
中期(5ヵ年)経営計画立案セミナーを開催中です！
九段会計事務所の所員、小林・新井が社長様に
丸一日密着し、御社の中期経営計画書の策定をお手伝いします！

●経営計画を立てる事により、
企業の進むべき道筋が明確になり、
社員の方々全員とビジョンを共有でき、
全社員一丸となって目標に向かって進む事が出来ます！

「今まで中々、経営計画までは手が回ってないな・・・」
「経営計画を立てようとは思っているけど・・・」
とお考えになられている経営者様は各担当者もしくは
担当小林まで是非ご連絡をいただければと思います！

経営計画担当　小林・新井
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2月17日から19日まで、ベトナムに行ってまいりました。
ベトナムで自社の入力業務をされている
会計事務所の会長と社長にアテンドしていただき、
ベトナムの現場と、ベトナムで日本のBPO業務をされている会社と、
ベトナム進出支援を行っている会社へ訪問させていただきました。
行く前は、益々激化する国際競争の中で、
お客様により生きた情報を提供したい、という観点と、
成長し、勤勉で日本企業が取引しやすいと言われているベトナムは
実際どうなのかを自分の目で見てみたい、
という気持ちで行きました。

実際に行ってみると、ビジネスという枠だけではなく、
自分の価値観、生き方、日本人として、また、アジア人として
どうしていきたいか、どうすべきかなどを色々と考えさせられました。
それぞれの国に歴史や背景があり、もっと勉強して、
なぜその国の人たちがそのように考えるのかを知り、
日本人が世界の中でも優れているものは何か、
また、足りないもの、劣っているものは何か、などを
もっと真剣に考えていかなければならないのではないか、と思いました。

最近では格安航空機も出てきて、簡単に海外に行ける時代です。
例え明確な目的が無かったとしても、とにかく一度、
色々な国に行ってみることをお勧めします！
特に学生など若い時こそ本当に行って欲しい！
自分が後悔したので、貧乏旅行でも何でも行ける時に行って欲しいなぁ、と思います。

メールマガジン編集責任者　　矢合　真弓

―――――――――――――――――――――――――――――――――

☆広告

★ツイッターにてつぶやき中！
フォローミー！＠kudan-kaikei（フォロー返します☆）

★FaceBook始めました！
「税理士法人　九段会計事務所」で検索宜しくお願い致します！
「いいね！」ボタン押して下さい★

★募集！
現在九段会計では季節毎に季刊誌を発行しております。
その中でお客様を紹介するページを設けました。
御協力頂ける方・アピールしたい事がある方、
是非御一報下さい！所員が「インタビュー＆写真撮影」に伺います！！



★「正しい経営を推進する」新しいサービス「ＭＡＳ(マス)」。
次世代の会計事務所として新たな事業を始めていきます。
詳しくは所員までお尋ね下さい。

いつも九段会計事務所をご愛顧頂き誠にありがとうございます。

 ――――――――――――――――――――――――――――――――――
このメルマガは弊所顧問先様のほか、名刺交換させていただいた方も
対象に送りしております。
配信停止をご希望の方は、お手数ですが、下記までご連絡下さい。
info@kudan-tax.jp
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